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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に

関
す
る
条
例
制
定
へ
の
反
対

討
論

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ

い
て
政
府
は
「
国
民
の
利
便

性
を
高
め
、
行
政
事
務
を
効

率
化
し
、
公
平
公
正
な
社
会

を
実
現
す
る
社
会
基
盤
で
あ

る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

　

利
便
性
を
強
調
し
て
も
、

年
に
数
え
る
ほ
ど
の
手
続
き

の
う
ち
の
一
部
が
省
略
さ
れ

る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ

の
制
度
は
国
民
の
要
求
か
ら

出
発
し
た
も
の
で
も
な
い
。

　

個
人
番
号
に
よ
る
、
情
報

連
携
が
予
定
さ
れ
て
い
る
個

人
情
報
は
膨
大
で
あ
り
、
そ

れ
を
行
政
と
民
間
が
共
有
す

る
こ
と
は
、
情
報
漏
え
い
の

危
険
性
を
よ
り
高
め
る
も
の

で
あ
る
。

　

莫
大
な
費
用
と
手
間
を
か

け
て
、
わ
ざ
わ
ざ
住
民
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
危
険
に
さ
ら

す
よ
う
な
制
度
に
は
反
対
で

あ
る
。

か
な
い
と
思
わ
れ
る
人
へ
の

対
応
は
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が

守
ら
れ
る
よ
う
十
分
な
配
慮

を
お
願
い
し
た
い
が
。

答　

国
の
指
示
に
従
い
対
応

し
て
い
る
。
簡
易
書
留
で
の

送
付
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

返
送
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
都

度
対
応
し
た
い
。

問　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に

よ
っ
て
、
市
の
仕
事
量
が
膨

大
に
な
る
の
で
は
。

答 

具
体
的
に
ど
れ
だ
け
の

業
務
量
に
な
る
の
か
想
定
は

難
し
い
。
ま
ず
、
10
月
に
通

知
カ
ー
ド
が
各
世
帯
へ
郵
送

さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
へ
の
対

的
に
周
知
し
て
き
た
。
ま
た

市
の
行
事
、
市
民
が
集
ま
る

行
事
な
ど
へ
も
出
向
き
、
周

知
を
行
っ
て
い
る
。

問　

市
民
に
と
っ
て
、
こ
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
メ
リ

ッ
ト
は
。

答　

市
役
所
窓
口
等
で
の
手

続
き
が
簡
単
に
な
り
、
提
出

す
る
書
類
が
減
り
、
来
庁
す

る
回
数
も
減
る
。
さ
ら
に
様

々
な
事
務
が
正
確
に
ス
ピ
ー

デ
ィ
に
行
わ
れ
る
。

問　

10
月
か
ら
順
次
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
通

知
カ
ー
ド
が
各
世
帯
へ
郵
送

さ
れ
る
が
、
配
達
先
で
の
混

乱
は
予
想
さ
れ
な
い
か
。

答　

10
月
５
日
以
降
、
各
世

帯
へ
簡
易
書
留
に
よ
り
配
達

さ
れ
る
。
様
々
な
理
由
で
本

人
へ
届
か
な
い
場
合
が
想
定

さ
れ
る
が
、
事
前
に
確
認
し

準
備
し
て
い
る
。
実
際
の
居

住
地
と
住
民
票
の
住
所
が
違

う
場
合
は
、
居
住
地
へ
住
所

変
更
を
す
る
よ
う
促
し
て
い

る
。

問　

長
期
入
院
、
Ｄ
Ⅴ
の
被

害
な
ど
で
本
人
に
通
知
が
届

　

筑
後
市
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情

報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例

の
整
備
に
関
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

　

こ
の
２
条
例
（
以
下
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に
関

す
る
条
例
」
と
表
記
）
に
つ

い
て
は
、
国
の
社
会
保
障
・

税
番
号
制
度
の
施
行
に
伴
い
、

個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定

個
人
情
報
の
提
供
に
関
し
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
。

問　

市
民
へ
の
周
知
、
市
民

の
理
解
は
進
ん
で
い
る
の
か
。

答　

こ
れ
ま
で
「
広
報
ち
く

ご
」
で
連
載
を
組
み
、
積
極

応
が
第
一
で
あ
る
。
庁
内
の

個
別
の
業
務
が
ど
の
程
度
増

え
る
か
は
、
現
段
階
で
は
分

か
ら
な
い
。

問　

全
国
の
自
治
体
で
は
、

準
備
不
足
や
周
知
が
進
ん
で

い
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、

延
期
し
た
ら
ど
う
か
と
の
声

も
あ
る
と
聞
く
が
、
国
に
対

し
そ
の
よ
う
な
声
を
あ
げ
る

こ
と
は
。

答　

市
と
し
て
は
、
法
律
で

決
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、

法
律
に
従
い
業
務
を
進
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

マイナンバー 制度いよいよ始まる

　

平
成
27
年
度
筑
後
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

平
成
27
年
度
の
予
算
総
額

を
１
８
２
億
６
４
０
１
万
円

と
す
る
も
の
。

●
し
尿
処
理
場
の
運
営
に
要

す
る
経
費
は
、
県
の
補
助
事

業
を
活
用
し
、
衛
生
セ
ン
タ

ー
（
高
江
）
の
改
修
方
法
を

検
討
す
る
た
め
、
調
査
委
託

料
等
５
０
９
万
円
を
増
額
。

問　

以
前
の
説
明
で
は
、
汚

水
処
理
の
方
法
と
し
て
は
、

希
釈
し
下
水
道
へ
放
流
す
る

と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
て
い

た
。
今
回
、
異
な
る
方
法
を

検
討
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
。

答　

衛
生
セ
ン
タ
ー
は
建
築

後
31
年
が
経
過
し
、
老
朽
化

が
進
ん
で
い
る
。
改
修
方
法

と
し
て
、
現
在
の
処
理
方
法

と
、
脱
水
し
て
希
釈
し
、
下

水
道
へ
放
流
す
る
方
法
で
検

討
し
て
き
た
。
し
か
し
、
既

に
大
木
町
で
も
導
入
さ
れ
、

み
や
ま
市
で
も
導
入
予
定
の

バ
イ
オ
ガ
ス
発
電
処
理
方
法

に
つ
い
て
比
較
検
討
す
べ
き

と
判
断
し
た
。

　９月定例会では、議案20件（議長発議含む）が提案され、審議の結果、すべて可決しました。
　国のマイナンバー制度導入に関する条例制定では、制度導入に対する不安や、導入は拙速では
との意見が出され、最終日の討論採決では反対討論も行われました。
　平成 26年度一般会計、特別会計などの決算についての議案は、決算特別委員会（※）を設置し、
集中審査の結果、すべての決算を原案のとおり認定しました。（決算特別委員会についてはP6～
P7に掲載しています）
　※決算特別委員会とは、前年度の決算を審査するために議会の議決で設置される委員会です。筑後市議
会の場合、議会選出の監査委員を除く全議員（18人）で構成されています。

衛生センター改修方 法の検討のため調査委託料計上

（
賛
成
17
　
原
案
可
決
）

（
賛
成
17
　
原
案
可
決
）

平成27年

9月定例会
9月4日〜9月28日

問　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
10
月

か
ら
通
知
さ
れ
る
が
、
来
年

１
月
か
ら
交
付
さ
れ
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
申
請
す
る
、

し
な
い
は
自
由
で
あ
る
。
し

か
し
今
後
、
強
制
的
に
申
請

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で

は
。

答　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
作

る
こ
と
で
、
サ
ー
ビ
ス
の
範

囲
は
広
が
る
が
、
必
ず
作
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で

は
な
い
。

※
通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取
っ
た

後
、
申
請
し
て
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
は

身
分
証
明
書
と
し
て
も
使
用
で
き

ま
す
。

主
な
議
案
と
質
疑

（
賛
成
17
　
原
案
可
決
）

総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

　反 

対 

討 

論


